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 ２月１３日 
 

午前・午後 １０時 １５分 

東郷町議会議長 井 俣 憲 治 殿 

                東郷町議会議員 

                議席番号 12 番   氏 名 近 藤 鑛 治  ㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について  

質問したいので通告します。  

記  

                             №  2－ 1 

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

１ 愛 知 池 周 辺

の保全・開発に

ついて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 陶 芸 文 化 の

更 な る 振 興 に

ついて  

 

 

⑴  愛知県総合教育センターは、昭和 49 年に  

建設され築 43 年が経過し、老朽化が進む

中、使用できない施設も出てきている。県

は広大な施設を今後どの様な計画をお持ち

か情報はあるか伺う。  

 

⑵  愛知池周辺を含め本町では都市計画道路  

として、東名三好インターチェンジ接続の  

｢日進・三好線｣、153 号線バイパス接続「東  

郷・三好線｣の計画路線がある。計画路線に  

合せた地区開発づくりを進めるための一歩  

踏み出す必要時期と考えるが、実現に向け

た今後の取組みはについて伺う。  

 

⑶  愛知池には、東郷町民だけでなく近隣市  

民の多くの方が、ウォーキングを含め憩の  

場として訪れています。また、愛知池漕艇  

場東郷コースとしても大会や練習に年間を  

通して利用されており、愛知池水辺周辺の  

環境保全を考えると広域的な取組みが必要  

と考える。  

情報の共有を含め (日進市・みよし市・東郷  

  町・水資源機構等 )本町のリーダーシップで  

組織づくり「仮称：これからの愛知池周辺  

を考える会」が必要と考える。愛知池周辺  

の保全・開発についてどの様に考えている  

か伺う。  

 

⑴  今まで｢老人憩の家｣で陶作されていた老  

人クラブ陶芸部の方は、４月からの利用は  

どの様になるか伺う。  

 

 

 町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

 

 

 （注）要旨は、具体的に記載すること



                    12 番氏名  近藤鑛治  №2－2  

質問事項  質   問   要   旨  答弁者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３東郷町スポー

ツ推進計画の取

組みについて  

 

⑵  初心者で陶芸体験を希望する町民に対し  

てどの様な体制づくりを考えているか。  

 

⑶  近隣市の陶芸設備を持っている所での利  

用状況・教室の開講等はどの様な内容か。  

また、運営はどの様にされているか伺う。  

 

⑷  本町も 10 月から陶芸教室を開講すると  

聞いているが、具体的にどの様な内容の教  

室計画しているか。また、運営はどの様に  

考えているか伺う。  

 

⑸  本町の陶芸文化の更なる振興について  

の取組み・考えはどのようか伺う。  

 

  平成 29 年第 2 回定例会の一般質問で、東  

 郷町スポーツ推進計画について、これから

「町内のスポーツ関係団体、学識経験者等と

行政機関などを構成員」とした組織を立ち上

げ「スポーツ推進計画の進捗管理、推進に関

する重要事項についての審議」をお願いする

と答弁を頂きました。その後の経過と今後の

取り組みについて伺う。  

 

⑴  組織の構成メンバー及び選出方法・任期  

 はどのようか伺う。  

 

⑵  会議ではどの様なことが、検討・審議さ  

 れたか伺う。  

 

⑶  スポーツ推進計画の基本理念「誰でもが  

 運動・スポーツを楽しむまち  とうごう」  

 を目指して計画がスタートし大いに期待  

している所である。基本理念の実現に向け  

た今後の取り組みについて伺う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町長  

担当部長  

（注）要旨は、具体的に記載すること。  


